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令和４年 第１２回八頭町議会定例会 提案理由 

令和４年１２月８日 

 

議案第１１４号から議案１２０号までの７議案につきまして

は、八頭町財産区管理委員（安部財産区）の選任について同意を

求めるものであります。 

八頭町財産区管理条例におきまして、財産区管理会の設置、組織及び

運営等に関しまして、必要な事項を定めておりますが、安部財産区の財

産区管理委員の任期が令和４年１２月１９日をもって満了となります。 

安部財産区管理会からの推薦により、委員の選任をしようとするもの

であります。委員の任期は令和４年１２月２０日から令和８年１２月１

９日までの４年間であります。 

 

議案第１１４号八頭町財産区管理委員の選任について（その１）は、

八頭町小別府３９３番地 田中信一郎（たなか しんいちろう）氏を選任

するものであります。 

議案第１１５号八頭町財産区管理委員の選任について（その２）は、

八頭町新興寺５３６番地 小林達雄（こばやし たつお）氏を選

任するものであります。 

議案第１１６号八頭町財産区管理委員の選任について（その３）は、

八頭町安井宿７５９番地５ 尾﨑 肇（おさき はじめ）氏を選

任するものであります。 

議案第１１７号八頭町財産区管理委員の選任について（その４）は、

八頭町安井宿１０８５番地 尾﨑忠廣（おさき ただひろ）氏を

選任するものであります。 

議案第１１８号八頭町財産区管理委員の選任について（その５）は、

八頭町安井宿１０９９番地２ 安田彰彦（やすだ あきひこ）氏

を選任するものであります。 

議案第１１９号八頭町財産区管理委員の選任について（その６）は、

八頭町日下部１８０番地 西川裕史（にしかわ ひろし）氏を選

任するものであります。 

議案第１２０号八頭町財産区管理委員の選任について（その７）は、

八頭町日下部７３６番地 小林節人（こばやし せつと）氏を選

任するものであります。 
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議案第１２１号 

八頭町職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついて 

 

 地方公務員法等の一部改正に伴い、令和５年４月１日から地方公務員

の定年が現行の６０歳から６５歳まで２年に１歳ずつ段階的に引き上げ

られます。 

これにより、６０歳を境に適用される制度が大きく変わり、６０歳に

達した管理監督職の職員は、原則として管理監督職以外の職に降任等を

する管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制が導入されます。

また、定年前の６０歳以降の職員が一旦退職した上で短時間勤務に移行

する定年前再任用短時間勤務制等も併せて導入されます。なお、６０歳

を超える職員の給与水準は当分の間、６０歳時点の７割水準とすること

等の制度改正が行われ、この度、これらに対応する条例に必要な措置を

講ずるため、関係条例の整備を行うものであります。 

 

議案第１２２号から議案第１２４号については、県下の公園施設使用料

等を参考に八頭町の３つの公園施設の使用料を調整するものであります。 

 

議案第１２２号 

八頭町姫路公園条例の一部改正について 

 

この度の条例の一部改正は、近郊施設及び町内３施設の調整による宿泊施設、

バーベキューハウス、キャンプ場、炊事棟、テニスコート、寝具等の使用料の改

定を行うものです。 

 

議案第１２３号 

八頭町竹林公園条例の一部改正について 

 

この度の条例の一部改正は、同様に近郊施設及び町内３施設の調整による宿

泊施設、炊事棟、テントサイト等、管理棟、芝広場を含むステージ、寝具等の使

用料の改定を行うものです。 

 

議案第１２４号 

八頭町ふる里の森条例の一部改正について 
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この度の条例の一部改正につきましても、同様に近郊施設及び町内３施設の

調整によるバンガロー、簡易宿泊施設、交流の館、テントサイト、管理棟、調理

体験施設、寝具等の使用料の改定を行うものです。 

 

 次に、議案第１２５号から第１２９号までの５議案は補正予算の関係であり

ます。 

 

議案第１２５号 

令和４年度八頭町一般会計補正予算（第１０号） 

 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億８７７

万３千円を追加しようとするものです。 

 歳入の主なものを申し上げます。 

国庫支出金は、自立支援事業費国庫負担金、２,８００万円、障がい児通所給

付費等国庫負担金、６５０万円余、生活保護費国庫負担金、１,３６０万円余等

を追加しました。 

県支出金は、自立支援事業県負担金、１,４００万円、出産・子育て応援交付

金、１,２００万円余、野生鳥獣被害防止事業県補助金、４７０万円余等の追加

です。 

寄付金は、企業版ふるさと納税寄付金、１６０万円を計上し、町債では、小学

校施設整備事業債、３５０万円等を追加しております。 

 

次に歳出を申し上げます。 

総務費は、ふるさと納税促進事業、４,５５０万円余、若桜鉄道対策費、６７

０万円余、民生費は、自立支援制度事業費、５,６００万円、児童館管理運営費、

１,４１０万円、生活保護扶助費、１,８１０万円余を、衛生費は、出産・子育て

応援交付金事業、１,４５０万円を計上しました。農林水産費は、野生鳥獣被害

防止事業費、３８０万円余、土木費は、道路橋梁維持費、３６０万円、教育費は、

小学校改修事業、５３０万円余、社会教育施設費、９２０万円等を追加し、予備

費で調整をしております。 

 

議案第１２６号  

令和４年度八頭町簡易水道特別会計補正予算（第３号） 

 

  今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ５５０万円を減

額しようとするものです。 

歳入では、水道公営企業会計適用事業債、５５０万円を減額しております。 

歳出では、一般管理費で、電気使用料・施設修繕料などの需用費、１,１１１
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万円余の追加、法適用化推進事業負担金、５５０万円余を減額し、予備費で調整

しております。 

 

議案第１２７号 

令和４年度八頭町公共下水道特別会計補正予算（第２号） 

 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ１,３７３万４千円

を減額しようとするものです。 

歳入では、法適用推進事業負担金、８６３万円余、下水道公営企業会計適用事

業債、５１０万円を減額しております。 

歳出では、一般管理費で、廃棄物処分手数料、５８万円を追加し、公共下水

道法適用推進事業委託料、１,３７２万円余の減額です。施設管理費は、電気使

用料・施設修繕料等、７７１万円余を追加し、予備費で調整しております。 

 

議案第１２８号  

令和４年度八頭町農業集落排水特別会計補正予算（第３号） 

 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ３１０万円を減額

しようとするものです。 

歳入では、下水道公営企業会計適用事業債、３１０万円を減額しております。 

歳出では、一般管理費で、法適用推進事業負担金、３１３万円余の減額、施設

管理費で、電気使用料・施設修繕料・施設管理委託料等、１,３９０万円を追加

し、予備費で調整しております。 

 

議案第１２９号 

令和４年度八頭町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３万８千円

を追加しようとするものです。 

歳入は、一般会計からの繰入金、３万８千円を追加いたしております。 

歳出は、地域密着型介護サービス給付費、４,０００万円、通所型サービス事

業、３００万円を追加し、居宅介護サービス給付費、４,０００万円、訪問型サ

ービス事業、３００万円を減額しております。 


